
まちの話題

第
62
回
桐
生
市
堀
マ
ラ
ソ
ン
大
会

　

２
月
14
日
（
日
）、
第
62
回
桐
生
市
堀

マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
新
川
公
園
で
開
会
式
を
行
っ

た
後
、
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
の
走
者
が
コ
ロ

ン
バ
ス
通
り
の
新
川
公
園
脇
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
、
最
後
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
走
者
ま
で
、

大
勢
の
ラ
ン
ナ
ー
が
本
町
通
り
を
駆
け
抜

け
ま
し
た
。
沿
道
は
、
多
く
の
皆
さ
ん
の

応
援
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

足
利
市
の
和
泉
市
長
さ
ん
を

お
誘
い
し
、銀
座
の
ぐ
ん
ま
総
合

情
報
セ
ン
タ
ー（
ぐ
ん
ま
ち
ゃ
ん

家
）で
、合
同
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス「
サ

ロ
ン・ド・Ｇ
」を
開
催
し
ま
し
た
。

　

両
市
に
は
、
着
物
文
化
や
食

文
化
な
ど
多
く
の
共
通
点
が
あ

り
、
平
成
27
年
度
の
国
が
選
定

し
た〝
日
本
遺
産
〟の
構
成
資
産

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
県
境
を
越

え
た
観
光
Ｐ
Ｒ
と
し
て
初
め
て

実
施
し
ま
し
た
。
参
加
し
た
新

聞
社
や
旅
行
社
か
ら
は
、
私
た

ち
が
発
表
し
た〝
日
本
遺
産
の
ま

ち
足
利
市
と
桐
生
市
を
巡
る
周

遊
観
光
プ
ラ
ン
〟を「
是
非
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
に
！
」な
ど
と
い
っ
た

声
も
あ
り
、大
変
好
評
で
し
た
。

　

現
在
、
国
の
総
合
戦
略
を
踏

ま
え
た
〝
桐
生
市
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
〟
を
策

定
中
で
す
が
、
今
回
の
よ
う
に

他
地
域
と
連
携
し
地
域
情
報
を

発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
市

の
特
性
が
よ
り
輝
く
と
と
も
に

人
や
モ
ノ
の
交
流
が
活
発
に
な

り
、
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
地
域
間
の
連
携
を

推
進
し
活
気
あ
る
ま
ち
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。　

主な内容
3 月号

キノピー

Ｐ ３

Ｐ ４

Ｐ ６
Ｐ ８
Ｐ 15

Ｐ 20

Ｐ 22

Ｐ 23

Ｐ 24

・ ４月から介護予防・日常生活
総合支援事業がスタートします
・桐生・みどり新市建設研究会
研究成果がまとまりました
・特集「自主防災」
・片田教授の防災コラム③
情報ひろば
・人口と世帯など
子育てナビゲーション
・乳・幼児健康診査など
けんこう情報
・休日当番医など
・引っ越すときは、手続きをお
忘れなく
・桐生新町町立て祭 425 年

※本紙面上、費用の記載が無いものは無料、
申込方法の記載が無いものは申込不要です。

市役所・支所の業務時間
（土、日、祝日、年末年始を除く）
午前８時 30分～午後５時 15 分
※市役所の住民基本台帳・戸籍業務と税証
明交付コーナーは午後６時30分まで

日曜窓口
（住民基本台帳・戸籍に関する業務）
■市役所
期日＝３月６日・27日、４月３日
※３月 27 日は、臨時受付（市役所
のみ）となります。
時間＝午前９時～午後４時
■新里・黒保根支所、境野・広沢・梅
田・相生・川内・菱公民館
期日＝３月６日、４月３日
時間＝午前９時～午後４時
※３月６日と４月３日は、マイナンバー
カード（個人番号カード）を指定場所で
午後 3時 30分まで交付します。３月 20
日は、祝日のため日曜窓口はお休みにな
りますので、御注意ください。

市政に対する御意見をお寄せください
　市役所１階及び両支所の投書箱、郵送、
ファクシミリ（43‐ 1001）又は市ホー
ムページからお寄せいただけます。
問い合わせ＝情報政策課（☎内線505）
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市、地域包括支援センターで相談
相談の結果…

介護予防・生活支援サービスを希望※１ 要支援認定や介護予防給付を希望

認定審査

要支援１又は２
に認定された人

基本チェックリストで判断

介護予防・生活支援サー
ビスの事業対象者※２

介護予防・生活支援サービスの
事業対象者にならなかった人

地域包括支援センターが介護予防計画（ケアプラン）を作成

介護予防給付

訪問看護、福祉用具貸与、住宅改修、
ショートステイなど※３

介護予防・生活支援サービス（訪問介護、通所介護）

一般介護予防事業（65歳以上の全ての人を対象にしたにっこり楽々教室など）

総合事業

一般介護予防事業を希望

基本チェックリストの結果から、心身の状況、その置
かれている環境、その他の状況から要介護（要支援）
状態となることを予防するための援助を行う必要があ
る人のことをいいます。
※３＝介護予防給付の訪問介護と通所介護以外のサー
ビス（訪問看護、福祉用具貸与、住宅改修、ショート
ステイなど）の利用者は、今までどおり介護保険の要
介護（要支援）認定を受けてのサービス利用となりま
す。総合事業と組み合わせて利用することもできます。

※１＝介護予防・生活支援サービスには、訪問介護
（ホームヘルパーが訪問し、調理や洗濯、掃除などを
利用者と一緒に行うサービス）や通所介護（通所介護
施設での機能訓練）があります。
　なお、要支援１・２の人で、訪問介護と通所介護（ど
ちらか又は両方のみ）の利用者は、要介護（要支援）認
定を省略して、基本チェックリストを実施し介護予防・
生活支援サービスを利用することができます。
※２＝介護予防・生活支援サービスの事業対象者とは、

は、要支援１又は２の認定を受けるほか、基本チェッ
クリストで「事業対象者」に認定されることでも利用
できるようになります。このため、要支援認定に必要
だった主治医の意見書や介護認定の審査会の手続きが、
必ずしも必要ではなくなり、迅速にサービスを利用で
きるようになります。なお、要介護１から5までの人
は、今までどおりのサービス利用となります。
　問い合わせは、長寿支援課長寿支援係（☎内線587）
へ。

　市では、４月から、65歳以上の全ての人を対象
とした「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事
業）」を始めます。高齢者の皆さんが住み慣れた地域
で、生活を続けられるように介護予防や生活支援のた
めのサービスを提供します。サービスを利用するまで
の流れや、サービスの内容は、下の図のとおりです。
　これまでは、要支援１又は２の認定を受けた人が利
用していた訪問介護と通所介護が、この事業に移行し
ます。これにより、訪問介護と通所介護を利用するに

介護予防･日常生活支援総合事業が始まります
４月から

認定されな
かった人

サービスを利用するまでの流れとサービス内容
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